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答  申 第 567 号 

 

第 1 審議会の結論 

名古屋市長（以下「実施機関」という。）が行った、第 2の 8に掲げる審

査請求（以下「本件審査請求②」という。）の対象となる保有個人情報を一

部開示とした決定は、妥当である。 

 

第 2 本件審査請求②に至る経過 

 1 令和 4年 2月15日、審査請求人は、名古屋市個人情報保護条例（平成17年

名古屋市条例第26号。以下「旧条例」という。）に基づき、実施機関に対し、

次に掲げる開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

    請求者本人の戸籍謄抄本等を申請したことの記載がある戸（除）籍謄抄本

等交付申請書（添付書類を含む）（令和○年○月○日～令和○年○月○日分） 

 

 2 同月28日、実施機関は、本件開示請求に対して、次の(1)の保有個人情報

（以下「本件保有個人情報」という。）を特定し、(2)の理由により、一部

開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、その旨を審査請求人に通知

した。 

(1) 特定された保有個人情報 

令和○年○月○日、令和○年○月○日に、請求者本人の戸籍謄抄本等を

申請したことの記載がある戸（除）籍謄抄本等の交付申請書（証明書交付

センター分） 

 

(2) 一部を開示しない理由 

ア 旧条例第20条第 1項第 3号に該当 

本件保有個人情報には、開示請求者以外の者に関する個人情報が含ま

れており、それを開示することにより、当該個人の正当な権利利益が侵

害されるおそれがあるため。 

 

イ 旧条例第20条第 1項第 4号に該当 

本件保有個人情報には、事業を営む個人の印影が含まれており、これ

は当該事業を営む個人の内部管理に関する情報であって、開示すること

により当該事業を営む個人の事業運営に支障をきたすと認められるため。 

 

 3 同年 6月 2日、審査請求人は、本件処分のうち、旧条例第20条第 1項第 3 

号により非開示とした部分の取り消しを求めて、名古屋市長（以下「審査庁」

という。）に対して審査請求（以下「本件審査請求①」という。）を行った。 
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 4 名古屋市個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、本件審査請

求①について、同月16日に審査庁から、旧条例第48条第 3項の規定に基づく

諮問を受けるとともに、後日実施機関から弁明書の提出を、審査請求人から

反論意見書及び意見書の写しの提出を、それぞれ受けた。 

 

 5 審議会は、令和 5年 8月25日付けで、審査庁に対し、審査請求の対象とな

る保有個人情報を一部開示とした決定のうち、戸籍謄本・住民票の写し等職

務上請求書（以下「本件職務上請求書」という。）の「請求に係る者の氏

名・範囲」の「氏名（フリガナ）」及び「戸籍法第10条の 2第 1項等、住民

基本台帳法第12条の 3第 1項等による業務を遂行するために必要な場合」の

うち「依頼者の氏名又は名称」を非開示とした決定は妥当であるが、「戸籍

法第10条の 2第 1項等、住民基本台帳法第12条の 3第 1項等による業務を遂

行するために必要な場合」のうち「業務の種類」及び「依頼者について該当

する事由」（以下「本件対象情報」という。）を非開示とした決定は妥当で

はなく開示すべきとする旨の答申書を交付した。 

 

 6 審査庁は、同年 9月19日付けで、本件対象情報を非開示とした決定を取り

消し、本件審査請求①のその余の部分を棄却する旨の裁決（以下「本件裁決」

という。）を審査請求人に送達し、実施機関には本件裁決書の謄本を送付し

た。 

 

 7 実施機関は、同年10月10日付けで、本件裁決に基づき、本件処分において

非開示とした部分のうち、本件対象情報を開示するとともに、本件職務上請

求書の「請求に係る者の氏名・範囲」の「氏名（フリガナ）」、「戸籍法第

10条の 2第 1項等、住民基本台帳法第12条の 3第 1項等による業務を遂行す

るために必要な場合」のうち「依頼者の氏名又は名称」及び「請求者」のう

ち「印影」を非開示とする旨の決定（以下「本件再処分」という。）を行い、

審査請求人に通知した。 

 

 8 審査請求人は、同月16日付けで、審査庁に対し、本件再処分を不服として、

審査請求（以下「本件審査請求②」という。）を行った。 

 

第 3 審査請求人の主張 

 1 本件審査請求②の趣旨 

職務上請求書の一部非開示部分の全ての開示を求める（黒塗り部分 3箇所

の開示）。 

(1) 請求に係る者の氏名・範囲（3）氏名（フリガナ） 

(2) 戸籍法第10条の 2第 1項等、住民基本台帳法第12条の 3第 1項等による
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業務を遂行するために必要な場合（5）依頼者の氏名又は名称 

(3) 請求者（7）印影 

 

2 本件審査請求②の理由 

審査請求人が審査請求書、反論意見書及び口頭意見陳述で主張している審

査請求の理由は、おおむね次のとおりである。 

(1) 令和○年○月○日、戸籍の請求者である行政書士（以下「本件職務上請

求者」という。）が○○○○○○○○○○○○○○○○された。本件職務

上請求者の依頼者（以下「依頼者」という。）が○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○になった。○○○○○○○

○○○○○○○○○一部非開示部分の全ての開示を求める。 

 

(2) 本件職務上請求者は、○○○○○○○○で、本件職務上請求書を作成し

たうえ、○○区役所市民課に対して請求し、審査請求人が筆頭者である戸

籍謄本を不正に入手した。依頼者は、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○、その後に審査請求人の戸籍謄本取得を依頼した。 

 

(3) ○○区役所○○〇○○○は、○○○○○○職員で構成され、学歴を問わ

ず、 1年契約で誰でも勤務できる。○○職員らは、自由に市民の個人情報

を端末で検索でき、戸籍謄本等職務上請求書の内容を精査せず、事務的に

即日発効していることが分かった。○○区役所市民課は、請求書に問題は

なかったと言って、問題点を理解せず、審査請求人が個人情報を不正に取

得されたことについて、謝罪しなかった。 

 

(4) 令和○年○月、愛知県○○警察署は、○○区役所に対して、請求書の非

開示部分を開示することと、本件職務上請求者の件で○○を出すよう要請

したが、○○区役所市民課は戸籍謄本の不正発行を問題視せずに、○○を

出さなかった。また、名古屋市役所住民課も、取り合わず無視した。 

 

(5) 同年○月○日付けで、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○。これを受けて審査請求人は、○○区役所市民課に対し、本件職務上

請求者が作成した本件職務上請求書の非開示部分の開示を求めたところ、

非開示部分を全て開示すると言われたものの、非開示のままで放置された。 

 

(6) 審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○した。同年○月に本件職務上請求者は○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○された。 
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(7) 依頼者が、審査請求人○○○○○の戸籍謄本や住民票を、不正な手段を

講じて入手したことが事件の発端であり、極めて悪質で許しがたい行為で

ある。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○本件職務請求書を、非開示部分を取り払った状態で入手する権利があ

る。 

 

(8) この事件は、名古屋市役所が個人情報保護管理を怠ったことにも責任が

あり、本件職務上請求書の非開示部分を、審査請求人に開示するのは義務

である。 

 

(9) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

非開示部分を開示してほしい。 

 

第 4 実施機関の弁明 

 実施機関の弁明はおおむね次のとおりである。 

 1 本件職務上請求書のうち、「請求者に係る者の氏名・範囲」の「氏名（フ

リガナ）」（以下「本件非開示情報①」という。）、「戸籍法第10条の 2第 

1項等、住民基本台帳法第12条の 3第 1項等による業務を遂行するために必

要な場合」の「依頼者の氏名又は名称」（以下「本件非開示情報②」とい

う。）には、審査請求人以外の者の氏名が記載されている。当該部分は、審

査請求人以外の特定の個人を識別することができるものであり、開示するこ

とで審査請求人以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認めら

れる。このことは本件裁決においても認められている。 

 

2 また、本件職務上請求書のうち、「請求者」の「印影」（以下「本件非

開示情報③」という。）については、審査請求人以外の事業を営む個人の

当該事業に関する情報として職印が記載されている。当該職印については、

戸籍謄本等の交付請求における本人確認の方法として、弁護士等が使用す

る統一請求書に押印を求められるものであり、開示されることによって、

当該個人に明らかに不利益を与えると認められる。 

 

3 したがって、本件非開示情報①及び②は、旧条例第20条第 1項第 3号に該

当し、本件非開示情報③は、同項第 4号に該当する。 

 

第 5 審議会の判断 

1 答申に当たっての適用条例について 

名古屋市個人情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第56号。以下「新条例」

という。）が令和 5年 4月 1日に施行されたが、本件審査請求②は旧条例に
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基づきなされた処分に対するものであるため、当審議会は、新条例附則第 2

条第 2項の規定により、旧条例の規定に基づき審議することとする。 

 

2 旧条例の趣旨等 

旧条例の目的は、第 1条に規定しているように市民の基本的人権の保護及

び市政の適正かつ円滑な運営の確保に寄与しようとするものである。そして、

このような目的を達成するためには、市が保有する自己の個人情報は、開示

が原則とされている。 

しかし、開示請求の対象となる個人情報の中には、法令又は条例の規定で

本人に開示をすることができないと明示している情報や、社会通念上本人に

開示をすべきでないもの、開示をすることにより他者の正当な権利利益を侵

害したり、あるいは行政の公正又は円滑な運営が阻害されたりするものなど、

本人に対してであっても、例外的に非開示とせざるを得ないものがある。 

このため、立法者は、旧条例の制定に際し、制度の趣旨及び個人情報の開

示の原則を定めるとともに、なお、例外的に非開示とせざるを得ない情報が

あると判断し、これを旧条例第20条第 1項各号において非開示情報として具

体的に類型化している。 

この例外的な非開示情報については、個人情報開示の原則に照らし、でき

る限り制限的に解すべきであるが、個人情報の開示を請求する権利は、プラ

イバシーの権利の保障の観点より、旧条例によって具体的に認められたもの

であることから、開示か非開示かは、旧条例の条文を解釈して判断すれば足

りる。 

したがって、当審議会における具体的事案の審理に際しては、旧条例第20

条第 1項各号に該当するか否かが、条文の文言、趣旨及び目的に照らして判

断されるべきものである。 

 

3 審議会における判断の基準時について 

行政不服審査法（平成26年法律第68号）では、違法又は不当の判断は、一

般には処分をした時点が基準となると解されており、審査請求においては、

審査請求人は当該処分がなされた時点における違法性を主張し、審査庁は当

該処分が違法又は不当に行われたかどうかの点を審理し、判断するものと解

すべきである。審議会は諮問機関であるから、第三者的立場で、実施機関の

行った処分が当時の状況に照らして妥当であるか否かを判断すべきであり、

答申時において、審議会が実施機関の立場に立って、いかなる処分が妥当で

あるかを判断すべきではない。したがって、本件再処分の妥当性判断につい

ては、本件再処分時を基準時とすることとする。 

この点、審査請求人は本件再処分後に生じた事情についても主張している

が、審議会における判断は本件再処分時点が基準となるため、本件再処分後
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に生じた事情に係る審査請求人の主張は、本件再処分の妥当性判断において

勘案すべきものではない。 

 

4 本件審査請求②について 

審査請求人は、本件審査請求②において、本件職務上請求書の非開示部分

全ての開示を求めているが、本件非開示情報①及び②について、審議会は上

記第 2の 5のとおり答申し、審査庁は、上記第 2の 6のとおり本件裁決を

しており、裁決のような争訟に対する判断としての行政行為については、い

わゆる不可変更力が認められ、行政庁自らこれを取り消し、変更することが

原則として許されないと考えられる。本件再処分時においては、本件職務上

請求者が○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○を受け、また○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○され

たという後発的事情が認められる。しかしながら、本件非開示情報①及び②

は、開示請求者以外の第三者の個人情報であり、上記の事情は、これらを非

開示とすることにより保護される第三者の権利利益に影響を与えるものでは

なく、本件非開示情報①及び②の非開示処分の妥当性を認めた本件裁決の不

可変更力を覆すほどの特段の事情とは認められない。 

よって、審議会においては、本件職務上請求書の非開示部分のうち、本件

裁決において棄却された本件非開示情報①及び②を除いた、本件非開示情報

③について、旧条例第20条第 1項第 4号の該当性を検討する。 

 

5 争点 

本件非開示情報③が、旧条例第20条第 1項第 4号に該当するか否かが争点

となっている。 

 

6 本件職務上請求書について 

本件職務上請求書は、本件職務上請求者が戸籍法第10条の 2第 3項の規定

に基づき提出したものである。本件職務上請求者の職印が押されており、本

件職務上請求者の事務所所在地・事務所名・氏名・登録番号・電話番号、請

求の対象となる本籍、筆頭者の氏名、請求に係る者の氏名、業務の種類、依

頼者の氏名又は名称、依頼者について該当する事由及び提出先が記載されて

いる。 

 

7 旧条例第20条第 1項第 4号該当性について 

(1) 本号は、法人等又は個人事業者の事業活動の自由は原則として保障され

なければならないとする趣旨から、開示することによって、当該法人等又

は個人事業者にとって不利益になることが明らかな事業活動上の情報につ

いては、非開示とすることを定めたものである。 
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(2) 本件非開示情報③は、本件職務上請求書を作成した行政書士である本件

職務請求者の職印であるため、本件職務請求者の事業活動に関する情報で

あるといえる。 

 

(3) 次に、本件非開示情報③を開示すると、本件職務上請求者に明らかに不

利益を与えると認められるか否かを判断する。 

ア 行政書士の職印は、行政書士としての資格に基づき、行政手続きにつ

いての代理業務のほか、一般の事務を行うにあたって作成する文書に押

捺されるものであり、当該文書が当該行政書士により、その職務上真正

に作成されたことを認証する意義を有するものといえる。 

 

イ 行政書士の職印により顕出された印影については、個人の事業の遂行

に当たり契約書の作成等に用いられる印章によるそれに類する社会生活

上の重要性を有するものといえ、本件非開示情報③を開示した場合、こ

れを用いて文書の偽造等がされることにより、本件職務上請求者の権利

ないし正当な利益を害するおそれがあるということができる。 

 

(4) また、旧条例第20条第 1項第 4号ただし書は、人の生命、身体、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報は除く旨を定めていることから、この点について判断する。 

ア 旧条例第20条第 1項第 4号ただし書は、いわゆる公益開示として、同

号に該当する情報であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を

保護するため、開示することが必要であると認められる情報について、

公益上の必要性が優先されれば、開示すべきであることを規定したもの

である。 

 

イ 旧条例第20条第 1項第 4号ただし書の適用については、保有個人情報

を非開示にすることによって保護される事業を営む個人の権利利益と、

これを開示することにより保護される人の生命等の利益とを比較衡量の

うえ判断すべきと考えられる。 

 

ウ この点、審査請求人は、依頼者に対し、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○となる本件職務請求書につき、非開示部分を取

り払った状態で入手する権利があると主張しているが、本件非開示情報

③を非開示にすることによって保護される事業を営む個人の権利利益と

比較して、本件非開示情報③が開示されることによって、人の生命等に

対して得られる公益上の利益が優先するとまでは認められないことから、
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本件保有個人情報③は、旧条例第20条第 1項第 4号ただし書には該当し

ない。 

 

(5) 上記のことから、本件非開示情報③は、旧条例第20条第 1項第 4号に該

当し、かつ同号ただし書に該当しないと認められる。 

 

8 なお、審査請求人は、実施機関における個人情報の取扱いが不適切であっ

たために自身の個人情報が本件職務上請求者に交付された旨主張しているが、

審議会においては、本件再処分が旧条例の趣旨に照らして妥当か否かを判断

するものであり、こうした主張は、この判断に影響を及ぼすものではない。 

 

9 上記のことから、「第 1 審議会の結論」のように判断する。 

 

第 6 審議会の処理経過 

年  月  日 内   容  

令和 5年11月20日  本件審査請求に係る諮問書の受理 

12月20日  本件審査請求に係る弁明書の受理 

令和 6年 1月24日  本件審査請求に係る反論意見書の受理 

 3月14日 
本件審査請求に係る審査請求人の意見書及び

資料の受理 

令和 7年 2月21日 

（令和 6年度第11回審議会）
調査審議 

3月21日 

（令和 6年度第12回審議会）

調査審議 

審査請求人の意見を聴取 

4月 8日 
本件審査請求に係る審査請求人の意見書及び

資料の受理 

 4月28日 

（令和 7年度第1回審議会）
調査審議 

 5月30日 

（令和 7年度第2回審議会）
調査審議 

6月11日 答申 

 

 


